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障害者相談支援事業に係る消費税 

 

１．障害者相談支援事業に係る消費税の課税について 

  本市では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」に基づ

き、障害者相談支援事業を社会福祉法人等の３つの事業所への委託により実施し

ております。 

今般、当該事業における税務上の取扱いについて、全国的に誤認がある旨の報

道を受け、こども家庭庁及び厚生労働省から令和５年 10月４日付けで、同法に基

づく障害者相談支援事業が、消費税の課税対象であることを周知徹底するよう通

知がありました。 

これを受け、本市の当該事業を確認したところ、１つの受託事業所との間で、

非課税事業との誤認があり、過去５年分について、修正申告が行われました。残

る２つの事業所につきましては、現在調査中であります。 

  

 

２．市の対応について 

  修正申告を行った受託事業所と協議の上、事業所の未払いとなっている消費税

分について、市として財政措置を行う方針です。 

残る受託事業所についても調査を進めているところであり、調査結果が判明次

第必要な対応を行う予定にしております。 

 

 

３．参考【障害者相談支援事業とは】 

  障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの

相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権

利擁護のために必要な援助も行う事業であり、市町村の事業であり、特定相談支

援事業所に委託することが可能です。 
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